
　担当職員から新港郷の概要や大まかな経緯などを説明した後、都竹市長から友好交流提携の内容や祝賀会、交流展示会
やシンポジウムなどの概要について報告を行いました。また、締結式に立ち会われた中嶋副議長が参加議員を代表して、式
の様子などについて報告しました。
　続いて、新港郷との民間交流を２３年に渡り続けて来られてきた村坂有造さん、柳七郎さんがこれまでのその長きに渡る
交流の歴史を、池田高佳観光協会長が今回の交流に至る経緯や現地で新港郷と協働で実施したイベントの様子を紹介され
ました。

　最後に、８月に新港郷でホームステイを体験した吉城高校の生徒たちが、現地での滞在や交流の様子、これからの希望を
自らの言葉で説明しました。海外旅行すら初めてだった生徒たちは、この１週間余りの体験の中でいかに大きな刺激を受け
たのかを聞き、高校生の交流の意義深さを感じると共に、大きな成長を感じる報告となりました。
　生徒たちは今後も視野を広げるとともに、英語や中国語を勉強し、将来は飛騨市の国際交流に貢献したいという非常に
心強いメッセージをいただきました。

　来年以降は、飛騨市に新港郷の皆さんをお招きし、交流イベントの開催を予定しており、市民の皆さんに交流の輪を広げ
ていきたいと考えています。

会場には調印書や、友好提携の際に交換した庁舎サインなどが展示され、新港郷との交流や文化について理解を深めました

市は、10月13日に台湾・新港郷との友好提携を締結し、現地で記念イベントなどを実施しました（詳しくは先月号の広報誌
をご覧ください）。それを受け、11月９日に市役所西庁舎３階の大会議室において、現地でのイベント等の報告会を開催し
ました。

お
知
ら
せ
台湾新港郷との友好提携締結に関する報告会
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村坂有造さん 柳七郎さん 飛騨市観光協会　池田高佳会長

発表を行う吉城高校生 中嶋国則副議長 会場の様子

４

地域振興課 0577-62-8904
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場広の報情
窓の籍戸

飛騨市ホームページでもお知らせしています 
飛騨市ホームページ http://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト http://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 場
版ドイワ

広の報情

■調査の結果
昨年度、市内全域の森林（国有林を除く）について
調査を行ったところ、市の森林について
以下のことがわかりました。
①県の平均よりも面積・量ともに広葉樹がとても多い
②樹種はミズナラ、ブナが多い
③広葉樹の平均的な直径はまだ細く、
　そのままでは市場価値が低い
④細い木を上手く使いこなすモノづくりや
　将来のために木を育てることが大切

■広葉樹と私たちの暮らし
森林は市を特徴付けている大きな存在です。この地域には古くから木を利用する仕事がたくさんあり、人々の暮らしは森と
ともにありました。なかでも市には本当にたくさんの広葉樹の森があります。常緑でまっすぐ育ち、建築材料として利用され
るスギやヒノキに比べ、広葉樹にはより幅広い特徴があり、私たちの暮らしとの接点も様々です。

■広葉樹の利用は多岐にわたります
広葉樹は、建築や家具、木工の材料として利用されるほか、薪や炭にも利用されます。様々な木々が育つ広葉樹の森は、キノ
コや山菜といった森の恵みも豊かであり、トチやクリなど実のなる木々は、人間だけでなくクマやイノシシなど森に棲む動物
にとっても貴重な存在です。そして秋には色鮮やかに紅葉し、冬には葉を落とす森は、四季折々の飛騨市の美しい景観を形
づくります。

■「広葉樹のまちづくり」の重要性と意義
第二次世界大戦以後の日本にとって、荒廃した国土を緑化し、復興のために必要な木材を増産することは急務でした。その
ため国は、スギやヒノキの造林を奨励してきました。やがて高度経済成長期を経て日常生活のエネルギー源が石炭、石油に
取って代わられると、薪炭林の利用は一気に衰退しました。こうした時代の流れにより、広葉樹はいつも皆さんのすぐ隣に
あったにも関わらず次第に見向きもされなくなっていきました。
しかし、時代は変わり、最近は建築にとどまらず家具、木工品、薪など、木のある素敵な暮らしを求める人たちが増えていま
す。同様にまちづくりにも、東京などの大都市を模倣するのではなく、それぞれの地域らしさを大切にすることが求められて
います。
だからこそ、市民の皆さんの暮らしを豊かにする「広葉樹のまちづくり」に市は取り組み始めました。

■アンケートにご協力ください
これから先、市の宝物である「広葉樹」を活かして、どんなまちづくりを行っていくか。
それを考えるためには、市民の皆さんのご意見が必要です。
現在、実施中のアンケート「飛騨市の森林づくりに関する意向調査」にぜひご協力ください。
締め切りを過ぎていても大丈夫です。
まだお手元にありましたら、お近くのポストに投函、もしくは市役所までご持参ください。

市では、これからも広葉樹のまちづくりに関するセミナーやシンポジウムなどを開催していく予定です。
多くの皆さんの来場をお待ちしております。

皆さんご存知ですか？ 飛騨市はいま、「広葉樹のまちづくり」に取り組んでいます。
その内容や調査の結果を皆さんに紹介します。

お
知
ら
せ
始まっています「広葉樹のまちづくり」

飛騨市広葉樹資源量調査業務の結果

広葉樹のまちづくりセミナー2017

５ 2017年12月号

林業振興課 0577-62-8905
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市と古川国府給食センターでは、平成30年４月１日採用予定の臨時職員を募集します。

お
知
ら
せ
飛騨市臨時職員の募集について

■専門業務職員
募集
区分 従事する業務内容 勤務する場所 資格要件等 応募用件等 勤務条件等 募集 

人数

A 保育士業務 市内の保育園

・保育士 
・幼稚園教諭 
・小学校教諭 
・養護教諭 
・保健師 
・看護師 
・准看護師

左記のいずれかの資格を有
する方、または平成30年3月
末までに資格取得見込みの
方

・月額169,100円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:00～16:30（月～金） 
※シフトによる土曜保育勤務があ
　ります 
※資格に応じ、賃金が異なる場合
　があります 
※勤務時間等に希望がある場合は 
　ご相談ください

若干名

B 保育士業務 神岡 
ことばの教室 保育士

保育士の資格を有する方、
または平成30年3月末までに
資格取得見込みの方

・月額169,100円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:30～17:15（月～金）

１名

C 祝日・休日 
保育業務 宮城保育園 保育士

保育士の資格を有する方、
または平成30年3月末までに
資格取得見込みの方

・時給1,010円 
・労災のみ加入 
・7:30～18:30の内、6ｈ（日・祝） 
※午前と午後のシフト制を基本と 
　します

若干名

D 短時間遅番 
保育業務 市内の保育園 保育士

保育士の資格を有する方、
または平成30年3月末までに
資格取得見込みの方

・時給1,010円 
・労災のみ加入 
・16:30～18:30　（月～金）

若干名

E
衛生施設作業（施設運
営補助、機械運転）業
務

飛騨市 
クリーンセンター

・大型特殊運転免許 
・車両系建設機械運転技能講 
　習（整地・運搬・積込み用
　及び掘削用）を受講された方 
・クレーン特別教育修了者

左記のいずれかの資格を有
していることが望ましい 
 
※無しでも可

・月額176,600円 
・社保、雇保、労災　加入 
・変則労働時間（週5日） 
　5:15～14:00 
　8:00～16:45 
　13:00～21:45

２名

F
衛生施設作業（施設運
営補助、機械運転）業
務

みずほ 
クリーンセンター 
（宮川町）

・大型特殊運転免許 
・車両系建設機械運転技能講 
　習（整地・運搬・積込み用 
　及び掘削用）を受講された方 
・第二種電気工事士の資格

左記のいずれかの資格を有
していることが望ましい 
 
※無しでも可

・月額176,600円 
・社保、雇保、労災　加入 
・変則労働時間（週5日） 
　8:00～16:45 
　16:00～翌8:30 
 
※夜勤がある職種

１名

◎G ケアプラン作成業務 飛騨市地域包括 
支援センター

・保健師 
・看護師 
・介護支援専門員 
・社会福祉士

左記のいずれかの資格を有
し、ケアプラン作成業務等
の経験を有する方

・月額170,900円～209,200円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:30～17:15　（月～金） 
※資格に応じ、賃金が異なる場合 
　があります 
※勤務時間等に希望がある場合は 
　ご相談ください

若干名

H
観光案内・観光キャン
ペーン及び事務補助業
務

飛騨市役所等 TOEIC550点以上 左記の資格もしくは同等の
資格を有する方

・月額159,800円 
・社保、雇保、非公災　加入 
・8:30～17:15（月～金） 
※休日勤務の可能性があります

１名

I 医療事務（児童精神科
診療所）業務

飛騨市こどもの 
こころクリニック 医療事務 左記の資格を有し、医療事

務業務等の経験を有する方

・月額146,600円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:30～17:15（月～金）

１名

J
調理（食器・食材等の
運搬、洗浄、下ごしら
え等の調理補助）業務

古川国府 
給食センター 
（国府町）

調理師免許

左記の資格を有しているこ
とが望ましい
 
※無しでも可

・月額146,700円（資格有） 
　月額141,900円（資格無） 
・社保、雇保、労災　加入 
・7:45～16:30（月～金）

３名
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＊募集要項についての詳細をご確認されたい場合は下記までお問い合わせください。
＊表中の非公災加入は非常勤職員公務災害補償保険への加入を意味します。

〔雇用期間〕雇用期間は、平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31日までです。
勤務成績が良好かつその業務で臨時職員等を必要とする場合に更新の可能性あり。（原則最長５年）
なお、◎の印の職種に関する雇用年数については、総務課までお問い合わせください。
雇用条件等に関する詳細事項は、「飛騨市臨時職員の雇用、労働条件等に関する要綱」によります。

〔応募資格〕次の要件を満たす方
自宅から勤務地まで通勤できる健康な方
その他必要な資格等については上記の表を参照ください。
※飛騨市の臨時職員として過去に5年勤務された方でも応募いただけます。

〔応募方法〕市販の履歴書に必要事項を記入し、資格の必要なものは資格証の写しを添えて提出又は郵送により
応募ください。また、応募職種、勤務先を履歴書の余白に記入ください。

〔申込期限〕平成 30 年１月 15 日（月）　17：00 必着（郵送の場合も同様）
　　　　　　　　
〔選考方法〕書類選考の上、面接試験を行います。面接試験は、１月下旬～２月上旬頃を予定しています。

〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町本町２番 22 号　飛騨市役所　総務部総務課 　　 0577-73-7461応募先

募集 
区分 従事する業務内容 勤務する場所 資格要件等 応募用件等 勤務条件等 募集 

人数

◎K 看護業務

飛騨市民病院 
または 
老人保健施設 
たかはら

看護師 左記の資格を有する方

・月額184,400円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:30～17:15（週5日） 
※シフトによる休日勤務があります

若干名

◎L 看護業務

飛騨市民病院 
または 
老人保健施設 
たかはら

准看護師 左記の資格を有する方

・月額172,300円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:30～17:15（週5日） 
※シフトによる休日勤務があります

若干名

◎M 介護業務

飛騨市民病院 
または 
老人保健施設 
たかはら

介護福祉士 左記の資格を有する方

・月額152,500円（日勤のみ） 
　月額167,600円（夜勤あり／2交 
　替勤務） 
・社保、雇保、労災　加入 
・（日勤）8:30～17:15 
 （夜勤）16:30～翌9:00 
　　　　　　　週5日勤務　予定

若干名

◎N 病院医療事務業務

飛騨市民病院 
または 
老人保健施設 
たかはら

医療事務 左記の資格を有する方
・月額146,600円 
・社保、雇保、労災　加入 
・8:30～17:15（月～金）

若干名

■業務支援職員
募集 
区分

従事する 
業務内容 勤務する場所 資格要件等 応募用件等 勤務条件等 募集 

人数

O
児童生活支援 
および 
児童クラブ指導業務

古川小学校 
または 
古川西小学校

資格不問 左記のとおり

・時給800円 
・社保、雇保、労災　加入 
・授業日（月～金） 
　8:30～18:00の内、7.75ｈ
・長期休業中等（夏休み等） 
　7:30～18:00の内、7.75ｈ 
※長期休業中は児童クラブ業務の 
　みです

２名

P
宿直（電話対応、見廻
り、無線放送、その他
雑務等）業務

飛騨市役所 資格不問 左記のとおり

･月額153,700円 
・社保、雇保、非公災　加入 
・17:15～翌8:30（週5日） 
※仮眠時間があります

１名

Q
病院宿直（電話対応、
見廻り、救急外来対応
等）業務

飛騨市民病院 資格不問 左記のとおり

・日額8,080円 
・雇保、労災　加入 
・17:15～翌8:30（週2～3日） 
※仮眠時間があります

２名
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古川町保健センター 0577-73-2948

「まめとく健康ポイント事業」にチャレンジした皆さん、ポイントは貯まりましたか。
いよいよ１月が交換日です。交換される方は、ポイントカードを持って、お近くの会場にご来場ください。

■上記の交換日に来場できない方は、郵送・窓口提出による申込も可能です
申込期間：平成30年１月18日（木）～31日（水）
・郵送の場合
　〒509-4221　飛騨市古川町若宮二丁目1-60　古川町保健センター
・窓口提出の場合
　各振興事務所または保健センターへ提出してください

■注意点
申込を行う前に、次のことをご確認ください
・ポイントカードに「氏名」「住所」「電話番号」が記入してありますか
・必須項目について記入してありますか
・総合ポイントは合計50ポイント以上ありますか
※郵送等による申込を行った方の賞品の受け取りについては、
　後日改めてご案内します

■交換日
場所 交換日（平成 30年） 受付時間

神岡町保健センター １月12日（金） ９時～ 16時
宮 川 振 興 事 務 所 １月15日（月） 10時～ 14時
河 合 振 興 事 務 所 １月16日（火） 10時～ 14時
古川町保健センター １月17日（水） ９時～ 16時

【交換賞品】各1,000円分
①商品券（古川町商工会）
②商品券（神岡商工会議所）
③まめとく・いきいき券（入浴施設等利用券）
④障がい者施設授産品
　・憩いの家の米セット
　（コシヒカリ1.5 ㌔・たかやまもち１㌔）先着 30 人
　・福祉サービス事業所「ピース」のセレクト品
　（ティッシュケース、ハンカチなど）
⑤市内の福祉施設に①を寄付することもできます
※さらに後日、抽選で商品券１万円分を 30 人にプレゼント！
　ご来場をお待ちしています

飛騨古川桃源郷温泉ぬくもりの湯すぱ～ふる

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3

17：00まで営業

17：00まで営業 17：00まで営業

河合健康増進施設ゆぅわ～くはうす

休 ○ ○ ○ ○

休 ○ ○

○ ○
休 休 ○ ○○

○ 休 ○ ○ ○ ○

○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ 休休 休 ○ ○

1/4

○

○

○

○○

飛騨まんが王国宮川温泉おんり～湯

流葉温泉Ｍプラザ

老人福祉センター割石温泉

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○飛騨古川まつり会館

17：00まで営業、送迎バスは運休

お
知
ら
せ
年末・年始における公共施設等営業日について

■市役所・各振興事務所
　　　　　窓口業務は、12月29日（金）～１月３日（水）まで休みとなります。
　　　　　戸籍の謄抄本等、各種証明が必要な方は、12月28日（木）までに市役所・各振興事務所窓口で手続きをして
　　　　　ください。　※住民票・印鑑証明書の休日発行は行いません
　　　　　なお、出生届や死亡届等の届出は、市役所および各振興事務所の宿日直室で受け付けます。　　　　
■診　療
　　　　　市民病院、河合・宮川・袖川・山之村診療所は、12月29日（金）～１月３日（水）まで休診となります。
　　　　　なお、期間中、市民病院では宿日直医師が急患に対応します。

■温泉・入浴・観光施設
　　　　　　　　　　　　　　　　

■図書館　
　　　　　飛騨市図書館　休館日 12月29日（金）～１月３日（水） 
　　　　　神岡図書館　　休館日 12月29日（金）～１月３日（水）
　　　　　※休館中の図書の返却は、返却ポストをご活用ください

■お知らせ
・12/29(金)～1/3(水)は休館日
　です
・12/15(金)～28(木)は、貸出冊

数の上限が10冊となります。
また、この期間に借りた本
の返却日は年明け１月８日

（月）以降です。

皆さん今年も図書館をご利用
いただきありがとうございま
した。

来年も、皆さんに素晴らしい本
との出会いがありますように！

飛騨市図書館一同

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

年末年始の図書館利用について

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ 〈図書館からのお知らせ〉

　つめたく澄んだ朝の、あるいは窓
の外に雪降る午後の、熱いコーヒー
が沁みる季節です。
こちらはコーヒーと一緒に味わうた
めの随筆集。編集を手掛けるのは徳
島の焙煎人です。
香り高く奥深い、極上の近代文学を
お楽しみください。
『コーヒーと小説』の姉妹編です。あ
わせてどうぞ。

『コーヒーと随筆』
庄野 雄治 ／編　幻冬舎　mille books

　ある日、こぐまのブラウンは森のなか
で「へんてこなもの」――ピアノを、見
つけます。
　それを弾けるようになったブラウン
は、ピアニストとして町で大成功をおさ
めますが、やがて、森と、友だちと、森の
ピアノが恋しくなり…。
心温まるストーリーとやさしい色合いの
絵がぴったりの、冬にも似合う絵本で
す。

『クマと森のピアノ』

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

デイビッド リッチフィールド／著
俵　万智／訳

ポプラ社

場
版らわか
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行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談
行政書士による無料相談

■日時　1月10日（水）13：00～16：00
■場所　市役所
※相談をご希望の方は、事前に下記
　までご連絡ください。（予約優先）

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人ひとりの状
態に合わせた相談と専門的な支援が
受けられるよう、必要に応じて適切な
支援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。

相

　
　談
就労相談窓口のお知らせ

■日程　毎週水曜日（平成30年１月３日除く）

■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）３階
※支援対象者は15歳以上39歳以下のニート

状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方はご相談くださ

い。
※１組50分、予約制です。下記の予約先へご

連絡ください。

058-263-6580
岐阜県行政書士会

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・申込み

相

　
　談
ハローワーク出張相談

市内において、毎月第３水曜日にハ
ローワークの相談員による職業相談
窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
■日時　１月24日（水）11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

ハローワーク
0577-32-1144

予約先



平成26年度　狂犬病予防集合注射の日程について

・環境課
・各振興事務所（環境担当）

0577-73-7482

■注射料金について　（お釣りがいらないようにご協力をお願いします） 

　　　（獣医） 注射手数料      2,600 円
　　　（市） 注射済票交付手数料　　　550 円

　　　　　　　計    　　　　3,150 円

　　　（市）新規登録手数料　3,000 円（初めて犬を登録する方のみ）

■案内ハガキを必ず持参してください（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう

古川地区 神岡地区
時間 集合場所 時間月日月日 集合場所

５月 14 日
（水）

9:00 ～ 9:35 袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ

５月 19 日
（月）

8:50 ～ 8:55 和佐保神社
9:50 ～ 10:10 数河緑地管理ｾﾝﾀｰ 9:20 ～ 9:25 伊西神社

10:20 ～ 10:35 末高研修ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 9:35 森茂農協
10:45 ～ 11:15 杉崎ｾﾝﾀｰ 9:40 ～ 9:50 森茂上バス停
11:25 ～ 11:40 太江農業ｾﾝﾀｰ 9:55 ～ 10:00 岩井谷バス停
12:50 ～ 13:05 谷研修ｾﾝﾀｰ 10:05 ～ 10:10 下之本多目的集会所
13:10 ～ 13:25 五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ 10:15 ～ 10:20 和佐府 神明神社
13:30 ～ 13:55 黒内研修ｾﾝﾀｰ 10:50 ～ 11:10 老人保健施設たかはら（入口付近）
14:00 ～ 14:10 下野研修ｾﾝﾀｰ 11:15 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
14:15 ～ 14:25 大村公民館 13:00 ～ 13:20 上村コミュニティー
14:30 ～ 14:40 上野公民館 13:25 ～ 13:40 吉田公民館

５月 15 日
（木）

9:00 ～ 9:20 栗原ｾﾝﾀｰ 13:50 ～ 13:55 割石区集会場
9:25 ～ 9:50 朱雀会館 14:05 ～ 14:10 西漆山正眼寺

10:00 ～ 10:05 高野公民館 14:15 ～ 14:20 牧（国道 41 号線沿い）退避場
10:10 ～ 10:15 平岩公民館 14:25 ～ 14:30 茂住　金龍寺
10:20 ～ 10:25 畦畑公民館 14:35 ～ 14:40 横山旧ドライブイン
10:40 ～ 11:00 トレーニングセンター 14:45 ～ 14:50 谷中山公民館
11:05 ～ 11:20 上気多公民館

５月 20 日
（火）

9:00 ～ 9:05 柏原ﾊﾞｽ停
11:25 ～ 11:50 飛騨市役所 9:10 ～ 9:35 旧山田小学校

宮川・河合地区 9:40 ～ 10:10 寺林公民館
時間月日 集合場所 10:20 ～ 10:40 西野町いこいの広場

５月 16 日
（金）

9:00 ～ 9:05 杉原診療所 10:45 ～ 11:05 蟻川児童公園
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館 11:10 ～ 11:55 神岡振興事務所
9:20 ～ 9:25 桑野バス停 13:00 ～ 13:30 神岡消防署裏
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停 13:40 ～ 14:00 麻生野公民館
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 10:00 打保防災庫

10:15 ～ 10:20 巣之内バス停
10:25 ～ 10:30 西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
10:35 ～ 10:50 宮川保育園（前）
11:00 ～ 11:10 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:15 ～ 11:30 河合振興事務所
11:35 ～ 11:40 上村公民館

13:00 ～ 13:10 羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設

13:20 ～ 13:25 レジェンドあすか
13:45 ～ 13:55 稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ
14:00 ～ 14:05 ｾｿﾞﾝ稲越
14:10 ～ 14:20 大谷集落ｾﾝﾀｰ

場
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健康生きがい課 0577-73-2948

予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種については、積極的勧奨を控えていた時期に接種機会を逃した方に特例で接種年齢が延長されてい
ます。日本脳炎予防接種が完了していない方で接種を希望される場合は、医療機関に予約後、接種してください。

特例規定対象者：平成 7 年 4 月 2 日生まれから平成 19 年 4 月 1 日生まれの方
接種が可能な期間：20 歳になるまで（飛騨市に住民票がある方に限ります）
接種時の持ち物：母子健康手帳、日本脳炎予防接種予診票（保護者以外が付き添う場合は委任状の記入が必要）

注）「水ぼうそう」は、今年度秋より１歳 ~３歳程度の幼児は定
　期予防接種になるため、市独自に実施している３歳以上中
　学３年生までの助成は、平成 27 年３月 31 日で助成終了予
　定です。

注）「成人肺炎球菌」については、国で新たな助成事業を行うことから、市
　独自で実施している 75 歳以上を対象とした助成は、平成 27 年３月
　31 日で助成終了予定です。

市では、下記の任意予防接種に対して助成事業を行います。

【任意予防接種申請方法】
医療機関に予約後申請手続きをしてください。

【申請窓口】
古川町保健センター・神岡町保健センター

【接種場所】　飛騨市内委託医療機関
　　　　　　　（その他の医療機関をご希望の方はお問い
　　　　　　 　 合せください）

１期初回
１期追加

２期

回数
２回
１回
１回

標準的な接種年齢
３歳
４歳
９歳

申請時の持ち物：母子健康手帳・印鑑

申請時の持ち物：保険証等で氏名、生年月日が確認できるもの・印鑑
（「風しん」を申請される方は、できるだけご自身の予防接種の記載が
　あるものをご持参ください）

※どこの会場でも注射を受けることができます。都合のよい日時・場所で、注射を受けてください

６～28日までの間隔
初回接種（２回）終了後おおむね１年おく
１期追加終了６日以上あける（おおむね５年おくのが望ましい）

間　　　　　隔

①日本脳炎の予防接種について

②任意予防接種について

■日本脳炎の標準的な接種スケジュール

【小児関係】【成人関係】

種　類 助成限度額
（１回につき）対象年齢 助成

回数種　類

成人肺炎球菌
（23価）

対　象　者 助成限度額
（１回につき）

4,000円１回

助成
回数

（ｱ）接種日時点で75歳以上の方
（ｲ）慢性疾患などで肺炎球菌感染
　　  による危険度が高く医師が必
　　   要と認めた方（ア）または（イ）

※過去５年以内に接種を受けている方は
　補助の対象となりません

風しん 8,000円１回平成２年４月１日以前に生まれた方
（妊婦を除く）

都市整備課　　0577-73-0153
神岡振興事務所（基盤環境水道係）　0578-82-2254

サンアルプ旭F棟
公営住宅

１戸
神岡町殿

木造２階建
２DK

サンアルプ旭Ｂ棟
公営住宅

1戸
神岡町殿
RC６階建

3DK

森茂住宅
特定住宅

（単身用）３戸
神岡町森茂
木造２階建

１K

嶋団地
特定公共賃貸住宅

（世帯用）１戸
河合町角川

木造２階建（車庫付）
３LDK

山之村住宅
公営住宅

１戸
神岡町森茂

木造２階建（車庫付）
２DK

昭和町団地
地域優良賃借住宅

（単身用）1戸
神岡町殿
RC４階建

1DK

林団地
公営住宅

1戸
宮川町林

木造２階建（車庫付）
3DK

市営住宅の入居者を募集します
公募住宅
住宅の種類
募集戸数

所在地
構造・規模

間取り

家賃

敷金
申込期間
入居予定日

家賃の３カ月分
平成26年４月24日～平成26年５月１日

平成26年６月１日

※入居資格について所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

共益費、駐車場使用料別途 共益費、駐車場使用料別途共益費別途
入居者の所得に応じて決定

募
集

おたふくかぜ
水ぼうそう

2,700円
3,500円

満１歳以上中学３年生まで １回

場
版ドイワ
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お
知
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せ
水道管の凍結防止について　～冬は凍結から水道管を守りましょう～

■特に凍結しやすい場所
　・風当たりの強い屋外にある水道管　　・北向きで、日影にある水道管　　・むき出しになっている水道管　　　　
■凍結防止の方法
　・凍結防止ヒーターの電源が入っているかどうか、ヒーターや保温材が破損していないかなどの確認をしてください。
　・冬期間使用しない給水栓の水抜きや積雪防護などの対策を行ってください。
　・長期間、家を留守にする場合は水抜きなど十分な凍結防止策を行ってください。
　・定期的に凍結防止装置及び給水管の状況の確認をしてください。
　・メーターボックス内に保温材（発砲スチロールなど）を入れるなどの対策を行ってください。
■水道管が凍ってしまったら　　　　　　　　　　　　　　　　
　凍ってしまった部分に、タオルや布などをかぶせて、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてください。
　なお、蛇口を開けてもすぐに水が出ない場合がありますが、そのような場合でも、
　蛇口は開けたままにせず、必ず閉め、自然に溶けるのを待ってください。
※熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください
■水道管が破裂したら　
　宅地内にあるメーターボックス内のメーターバルブを右回しに閉めて水を止め、
　破裂した部分に布かテープをしっかり巻き付け、応急処置をしてから速やかに飛
　騨市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
■年末年始の水道修理当番

寒さは水道管の大敵です。水道管が凍結しないように防寒対策をしましょう。

お
知
ら
せ
家電リサイクル・クリーンセンター等の営業日について

■廃棄の具体的な手続き
電気店に引取依頼する……原則として廃棄する製品を購入した店、または製品を買い替えする店で引き取ります。
　　　　　　　　　　　　リサイクル料金と運搬料金を支払います。
指定引取場所へ自己搬入…メーカーを確認のうえ郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を受け取ります。
　　　　　　　　　　　　リサイクル券をもち、指定引取先へ自己搬入します。
■飛騨地区の指定引取先
㈲寺岡商会（高山市桐生町3-280）、濃飛西濃運輸㈱高山支店（高山市山田町1318-1）
■年末・年始における公共施設等営業日について

家電リサイクル法で対象となる製品は、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機で、これらの製品は、
国が責任をもって引き取り、リサイクルすることが決められています。対象となる製品を廃棄する際には、「無許可」の回収
業者は利用しないでください！

水道課 0577-73-7484

環境課 0577-73-7482

■古川町・河合町・宮川町 
（株）ヨシキ
橋本工業（株）
（株）ヨシキ
山口設備工業
（有）森下住設
（有）古川住設管工事

0577-73-2629
0577-73-5464
0577-73-2629
0577-57-7116
0577-73-3412
0577-73-6196

12月29日（金）
12月30日（土）
12月31日（日）
１月１日（月）
１月２日（火）
１月３日（水）

■神岡町
東洋建設資材（株）
松下電建（株）
（有）谷口水道
橋本工業（株）
（有）瀬川鉛鉄
（株）神岡衛生社

0578-82-0871
0578-82-0417
0578-82-1651
0578-82-1000
0578-82-5115
0578-82-0337

12月29日（金）
12月30日（土）
12月31日（日）
１月１日（月）
１月２日（火）
１月３日（水）

◎開所日（通常通り）　①8:30～15:30　②8:30～16:00　○開所日（時間変更）　②8:30～15:30　×休み

施設名 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4
①飛騨市クリーンセンター ◎ ◎ ◎ × × × × × ◎
②飛騨市リサイクルセンター ◎ ◎ ○ × × × × × ◎

場
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岐阜労働局労働基準部賃金室 058-245-8104

森林・環境税を活用して
池ヶ原湿原の環境を保全しています

　今年は、駐車場降り口から沢を越して東回りに湿原周囲に木道を設置してい
ます。来春には湿原口に広がる県の天然記念物にも指定されているミズバショ
ウ・リュウキンカの群生が眺望できるようになります。
　緩傾斜の遊歩道を利用していただくと、車いすの方でも介助付で木道を通行し
ていただくこともできるようになります。
　未整備部分についても年次計画のもとで整備していく予定です。

・岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。
・特定（産業別）最低賃金は、該当する産業の労働者（一部適用除外あり。）に適用されます。
・詳細は、岐阜労働局ホームページをご確認いただくか、岐阜労働局労働基準部賃金室、
　又はお近くの労働基準監督署までお尋ねください。

お
知
ら
せ

宮川振興事務所 0577-63-2311

市では昨年度より「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して、湿原環境に配慮し
た遊歩道整備を進めています。

岐阜県の区域に適用される最低賃金が次のとおり改正されました。

飛騨市経営相談窓口

市では、岐阜県よろず支援拠点と連
携して、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆるお悩みの
相談に対応する「経営相談窓口」を
開設します。ぜひご活用ください。

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、ブラ
ンドづくり、デザイン、人材育成、事業
連携、地域資源、WEB集客、I T活用、経
営改善、事業再生、創業・起業補助
金、助成金

■日時
古川会場　12月20日（水）、12月27日（水）、
　　　　　 1月10日（水）、1月17日（水）
11：00～16：00
※予約可（相談日前日までに商工課まで
　電話にてお申し込みください。）

■場所　飛騨市図書館

相

　
　談

最低賃金改正のお知らせ
相

　
　談

商工課 0577-62-8901

岐阜県の最低賃金の区分 最低賃金額
（発行日） 改正発行日

岐阜県最低賃金 800円 平成 29年 10 月 1 日

特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業

846円

平成 29年 12 月 21 日
自動車・同附属品製造業 890円

航空機・同附属品製造業 931 円
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都市整備課 0577-73-0153

住宅建設等促進助成金の交付申請について
お
知
ら
せ

【対象者】
◆平成28年１月１日～12月31日の間に住宅を新築または購入し、平成29年度から新たに固定資産税が課税された者のう
　ち、次のいずれかに該当する方
①他の市町村から飛騨市に定住するため、市内に住宅を新築または購入した方（転入者）
②飛騨市に居住していたが、住宅を有していなかった方で、自ら市内に住宅を新築または購入した方
③都市計画用途地域内（古川地区のみ）の小宅地（建ぺい率60%、100㎡未満）居住者で、
　新たに宅地を取得して住宅を建て替え、移転した方
※②・③は上記に関わらず、長男等で便宜的に新築等により独立した方は対象になりません。
※飛騨市住宅新築・購入支援助成金の交付を受けた方は対象にはなりません

【補助金額】
住宅（併用住宅の場合は居住部分のみ）及びその敷地である宅地に対する固定資産税相当額（軽減税額控除後）を３年間助成

【申請方法】
次の書類を揃えて、平成30年１月31日（水）までに都市整備課または各振興事務所基盤環境水道係へ提出してください

・交付申請書※
・交付要件該当確認フローチャート※
・住民票（世帯全員、続柄あり、本籍省略可）
・当該住宅の付近見取図
・当該住宅の平面図及び配置図
・当該住宅及び住宅敷地に係る29年度公課金証明書
・市税完納証明書

【各証明書の交付窓口】
住民票…市役所市民保健課又は各振興事務所窓口
公課金証明書及び市税完納証明書…市役所税務課又は各振興事務所窓口

【補助金交付時期】
審査委員会での認定後、平成30年３月末までに交付予定　　

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申　　込　12月21日(木)～12月28日(木)
■入居予定　平成30年２月１日(木)    
※入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※個人番号の記載箇所があるため郵送での受付が出来ません。
　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください。 

市では、人口増加と定住促進を目的として、市内に住宅を新築または購入された方に対して３年間助成金を交付する制度
を設けています。次のとおり今年度新規分の申請を受け付けますので、該当される方は期限までに申請してください。

市営住宅入居者募集
お
知
ら
せ

新築の場合：新築したことを証する書類（確認申請検査済証など）
購入の場合：購入したことを証する書類（売買契約書など）
※市ホームページ「TOP＞申請書ダウンロード」からダウンロード可能です

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

公募住宅 新栄町団地 サンアルプ旭(A棟) サンアルプ旭(木造) 森茂住宅 打保団地 西忍団地 宮川団地
種類 特公賃 特公賃 公営 特定 特定 公営 特公賃

募集戸数 (世帯用)3戸 (世帯用)1戸 (世帯用)3戸 (単身用)3戸 (単身用)1戸 (世帯用)2戸 (世帯用)1戸
所在地 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町打保 宮川町西忍 宮川町林
構造・規模 S造3階建 RC造6階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建(車庫付)
間取り 3DK 3LDｋ 2DK 1K 2ＤＫ 3DK 2DK

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途 共益費含む
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住宅用火災警報器を点検しましょう！

消防本部 0577-73-6119

お
知
ら
せ

【点検方法】
①ほこり等が付くと感知しづらくなります。１年に１回程度、布等で乾拭きして下さい。
②警報器のボタンを押す（ひもを引っぱる）とテスト音が鳴ります。異常がないか定期的に確認しましょう。
③電池切れのときは「ピ・ピ・ピ」と音が鳴ります。異常がないか、定期的に確認しましょう。

【火災ではないとき】
「調理の煙や殺虫剤等により鳴ってしまう場合」は
警報器のボタンを押す又はひもを引いて警報を止めて下さい。

【機器異常や電池交換の時】
警報を止め、電池又は本体ごと交換してください。
※取扱い説明書がない場合でも、メーカー別の機種ごとに、適切に維持管理方法や警報がなったときの
　正しい対処方法等について記載されている、日本火災報知機工業会のＨＰをご活用下さい。
　http://www.kaho.or.jp/user/awm09/p01.html（一般社団法人日本火災報知機工業会）

住宅用火災警報器は火災の早期発見・早期避難・初期消火を目的としています。市内においてもガスコンロに鍋をかけたこと
を忘れて外出し、警報音に気づいた付近住民が１１９番通報したことにより火災を未然に防いだ奏功事例もありました。設置
義務化から10年が経過しようとしていますので、以下の手順に従って点検しましょう。

　事情があってお子さんの出生届を出していない、お子さんを別れた夫では
無く母親であるご自身の戸籍に記載したいなど、戸籍に記載されていない事
情は人によって様々です。
　どのような手続きをとることが最善なのか、あなたの事情をお伺いして、法
務局またはお住まいの市町村の戸籍担当職員が、あなたと一緒に考えます

（相談無料、秘密厳守）。
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お
知
ら
せ
無戸籍の解消のための相談窓口

お
知
ら
せ

平成30年（2018年）は、明治元年
（1868年）から起算して満150年に当
たります。政府では、「明治150年」関連
施策として、地方公共団体や民間も含
めて、全国で取組を推進しています。以
下のホームページを御覧下さい。　

法務局高山支局　　高山市花岡町二丁目55番地16　　 0577-32-0915
市民保健課（市役所）　飛騨市古川町本町２番22号　　 0577-73-7464総合政策課 0577-73-6558

法務局および市町村の戸籍担当窓口では、日本国民であるにも関わらず戸籍に
記載されていない方について、戸籍に記載されるための手続きをご案内してい
ます。

お
知
ら
せ
第47回飛騨市ふるかわ元旦マラソン2018

一年の計は、元旦マラソン！どなたでも参加可能です。
帰省している家族、知り合い、友達も誘ってみんなで走ろう！
完走者先着1,000人に恒例の記念品をプレゼント！！仮装で大会を盛り上げていただいた参加者の中からパフォーマンス賞
を贈呈します！

■日時　平成30年１月１日（月・祝）
　　　　※荒天中止

■受付　9：00～　（スタート  10：00予定）

■集合　ハートピア古川　正面玄関

■参加費　無料

■コース　Ａコース（約1.7km）
Ｂコース（約2.4km）
Ｃコース（約4.2km）

■その他　詳しくは飛騨市公式ＨＰ
「スポーツ情報」をご覧ください

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji
150/portal/

飛騨市ふるかわ元旦マラソン実行委員会 0577-73-7495

明治の歩みをつなぐ、
つたえる「明治150年」

相談窓口

昨年のパフォーマンス出場者
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お
知
ら
せ

市が発注する平成30・31年度 物品業
務の入札に参加を希望される方は、入
札参加者としての登録が必要です。

管財課 0577-73-3741

　登録の申請は、管財課・各振興事
務所で受付を行っています。申請様式
は、市ホームページからダウンロード
していただくか、管財課及び各振興事
務所総務係の窓口に設置してあるも
のを使用して下さい。

■申請期限　平成30年1月31日（水）
　　　　　（飛騨地域）
※期限までの申請に、ご協力をお願いします。

お
知
ら
せ

久美愛厚生病院で飛騨市国民健康保
険特定健診が受けられます。

（予約が必要です）

■対象者
飛騨市国民健康保険の加入者
※平成29年度特定健診を未受診の方

■日　時
12月2６日（火）、平成30年１月22日（月）

■時　間　8:30～10:00

■会　場　久美愛厚生病院健診センター
　　　　　久美愛ホール（２階）
■持ち物
・飛騨市国民健康保険証
・郵送しました問診票・受診券
・尿を入れた容器
・健診料５００円

■定　員　１日20人

■締　切　平成30年１月18日（木）
※定員になり次第、締め切ります

久美愛厚生病院での
健診について

お
知
ら
せ
税務課からのお知らせ入札参加登録について

税務課
古川町保健センター

0577-73-37420577-73-2948

　償却資産は、個人事業者または企
業等が土地・家屋のほかに事業のた
めに所有している機械・装置、器具・
備品、構築物などの資産です。その
減価償却額が、法人税法または所得
税法の規定による所得の計算上損金
もしくは必要経費に算入されるものに
関しては、固定資産税（償却資産）
の申告が必要です。
　該当事業所・個人事業者へは申告
書を送付していますが、新たに該当
すると思われる場合は税務課までお
申し出ください。

申告期限は、平成30年１月31日（水）
です。早めの提出にご協力をお願い
します。 

固定資産税（償却資産）の
申告について

　地方税法第321条の4において、所
得税の源泉徴収義務がある事業主
は、個人住民税を特別徴収することが
義務付けられています。
　県と県内全市町村では、平成27年
度の市県民税から一定の条件を満た
す事業主に対し、特別徴収義務者に
指定する取り組みを行っています。
　市民の方に公平な納税をいただく
ため、特別徴収へのご協力をお願いし
ます。

事業主の方へ
特別徴収にご協力を！！

自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。
ペーパーレスで電子申告が可能となり、業務の効率化が図られます。
ぜひご利用ください。
ヘルプデスク　℡0570-08-1459　9：00～17：00（月～金）　土日祝、年末年始除く

事業者の方へ
eLTAX（エルタックス）による地方電子申告が可能です

■口座振替の方は、残高の確認をお
　願いします。

■納付書で納める方は、納税通知書
　に添付されている納付書で納めて
　ください。

固定資産税第４期分の納期限は、
平成30年１月４日（木）です。

固定資産税第４期分の
納期限について

　平成29年中に給与または借地料等
を支払われた場合は、法定調書の提
出が必要です。
　該当される事業所へは書類をお届
けしていますが、用紙が不足する場合
や新たに該当される場合は、市役所
税務課または各振興事務所税務窓口
へお申し出ください。
提出期限　平成30年１月24日（水）

■平成28年分の給与支払報告書か
ら、給与所得者及び被扶養者のマイナ
ンバーの記載が必要となり、様式もＡ
５サイズに変更となりました。
マイナンバーの記入漏れが無いよう、
事前確認等をお願いします。

■給与支払報告書中「16歳未満の扶
養親族」は住民税の算定に必要なた
め、必ずご記入ください。

給与支払報告書・借地料等
支払報告書の提出について

　エルタックス 検  索予約先
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お
知
ら
せ
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お
知
ら
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　ください。

固定資産税第４期分の納期限は、
平成30年１月４日（木）です。

固定資産税第４期分の
納期限について

　平成29年中に給与または借地料等
を支払われた場合は、法定調書の提
出が必要です。
　該当される事業所へは書類をお届
けしていますが、用紙が不足する場合
や新たに該当される場合は、市役所
税務課または各振興事務所税務窓口
へお申し出ください。
提出期限　平成30年１月24日（水）

■平成28年分の給与支払報告書か
ら、給与所得者及び被扶養者のマイナ
ンバーの記載が必要となり、様式もＡ
５サイズに変更となりました。
マイナンバーの記入漏れが無いよう、
事前確認等をお願いします。

■給与支払報告書中「16歳未満の扶
養親族」は住民税の算定に必要なた
め、必ずご記入ください。

給与支払報告書・借地料等
支払報告書の提出について

　エルタックス 検  索予約先
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飛騨古川で古くから続く伝統行事三寺まいりが平成30年１月15日に行われます。極寒の飛騨路、凍てつく雪を踏みしめ
ての巡拝。静かな寺院に揺れる大きな和ろうそくの炎、街には雪像ろうそく、瀬戸川沿いには千本ろうそくの揺らめきが
古川を幻想的な雰囲気へと変えていきます。　

お
知
ら
せ

飛騨市観光協会 0577-74-1192

飛騨市観光協会 0577-74-1192

秘書広報課 0577-74-7468

■日時と場所
平成30年１月15日（月）　古川町市街地
■スケジュール
12：00～21：00
16：00
16：00～21：00

飛騨古川三寺まいり

門前市（まつり広場）
雪像ろうそく点灯式 （まつり広場）
雪像ろうそく（古川町市街地）
千本ろうそく・とうろう流し（瀬戸川沿い）

三寺まいりの前にライトアップイベントを開催します。三寺まいり当日やそれ以外の日にも冬の古川の町並みの新たな魅
力を発信する為に、今年度も ぼんぼりとＬＥＤを用いてライトアップを行います。

お
知
ら
せ

【瀬戸川ライトアップ（灯ろう設置）】
■期間　平成30年１月６日（土）、７日（日）、13日（土）～15日（月）
■時間　16：00～19：00頃（約３時間）
　　　　※15日は21：00まで。雨雪時は灯ろうの設置は行いません。
■場所　古川町・瀬戸川沿い（馬出し橋～大イチョウ）

【三寺　山門ライトアップ（LED・投光器）】
■日時　平成30年１月６日（土）～15日（月）　16:00～21:00
■場所　円光寺・本光寺・真宗寺　山門

瀬戸川ライトアップ

飛騨市がもっと身近になる機能が盛りだくさん！

行政情報アプリ「ｉ広報紙」が「マチイロ」としてリニューアル！

飛騨市のお知らせをアプリを通じてスマートフォンや

タブレットにお届けします。

広報ひだ配信中



　事情があってお子さんの出生届を出していない、お子さんを別れた夫では
無く母親であるご自身の戸籍に記載したいなど、戸籍に記載されていない事
情は人によって様々です。
　どのような手続きをとることが最善なのか、あなたの事情をお伺いして、法
務局またはお住まいの市町村の戸籍担当職員が、あなたと一緒に考えます

（相談無料、秘密厳守）。
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お
知
ら
せ
無戸籍の解消のための相談窓口

お
知
ら
せ

平成30年（2018年）は、明治元年
（1868年）から起算して満150年に当
たります。政府では、「明治150年」関連
施策として、地方公共団体や民間も含
めて、全国で取組を推進しています。以
下のホームページを御覧下さい。　

法務局高山支局　　高山市花岡町二丁目55番地16　　 0577-32-0915
市民保健課（市役所）　飛騨市古川町本町２番22号　　 0577-73-7464総合政策課 0577-73-6558

法務局および市町村の戸籍担当窓口では、日本国民であるにも関わらず戸籍に
記載されていない方について、戸籍に記載されるための手続きをご案内してい
ます。

お
知
ら
せ
第47回飛騨市ふるかわ元旦マラソン2018

一年の計は、元旦マラソン！どなたでも参加可能です。
帰省している家族、知り合い、友達も誘ってみんなで走ろう！
完走者先着1,000人に恒例の記念品をプレゼント！！仮装で大会を盛り上げていただいた参加者の中からパフォーマンス賞
を贈呈します！

■日時　平成30年１月１日（月・祝）
　　　　※荒天中止

■受付　9：00～　（スタート  10：00予定）

■集合　ハートピア古川　正面玄関

■参加費　無料

■コース　Ａコース（約1.7km）
Ｂコース（約2.4km）
Ｃコース（約4.2km）

■その他　詳しくは飛騨市公式ＨＰ
「スポーツ情報」をご覧ください

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji
150/portal/

飛騨市ふるかわ元旦マラソン実行委員会 0577-73-7495

明治の歩みをつなぐ、
つたえる「明治150年」

相談窓口

昨年のパフォーマンス出場者
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都市整備課 0577-73-0153

住宅建設等促進助成金の交付申請について
お
知
ら
せ

【対象者】
◆平成28年１月１日～12月31日の間に住宅を新築または購入し、平成29年度から新たに固定資産税が課税された者のう
　ち、次のいずれかに該当する方
①他の市町村から飛騨市に定住するため、市内に住宅を新築または購入した方（転入者）
②飛騨市に居住していたが、住宅を有していなかった方で、自ら市内に住宅を新築または購入した方
③都市計画用途地域内（古川地区のみ）の小宅地（建ぺい率60%、100㎡未満）居住者で、
　新たに宅地を取得して住宅を建て替え、移転した方
※②・③は上記に関わらず、長男等で便宜的に新築等により独立した方は対象になりません。
※飛騨市住宅新築・購入支援助成金の交付を受けた方は対象にはなりません

【補助金額】
住宅（併用住宅の場合は居住部分のみ）及びその敷地である宅地に対する固定資産税相当額（軽減税額控除後）を３年間助成

【申請方法】
次の書類を揃えて、平成30年１月31日（水）までに都市整備課または各振興事務所基盤環境水道係へ提出してください

・交付申請書※
・交付要件該当確認フローチャート※
・住民票（世帯全員、続柄あり、本籍省略可）
・当該住宅の付近見取図
・当該住宅の平面図及び配置図
・当該住宅及び住宅敷地に係る29年度公課金証明書
・市税完納証明書

【各証明書の交付窓口】
住民票…市役所市民保健課又は各振興事務所窓口
公課金証明書及び市税完納証明書…市役所税務課又は各振興事務所窓口

【補助金交付時期】
審査委員会での認定後、平成30年３月末までに交付予定　　

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申　　込　12月21日(木)～12月28日(木)
■入居予定　平成30年２月１日(木)    
※入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※個人番号の記載箇所があるため郵送での受付が出来ません。
　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください。 

市では、人口増加と定住促進を目的として、市内に住宅を新築または購入された方に対して３年間助成金を交付する制度
を設けています。次のとおり今年度新規分の申請を受け付けますので、該当される方は期限までに申請してください。

市営住宅入居者募集
お
知
ら
せ

新築の場合：新築したことを証する書類（確認申請検査済証など）
購入の場合：購入したことを証する書類（売買契約書など）
※市ホームページ「TOP＞申請書ダウンロード」からダウンロード可能です

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

公募住宅 新栄町団地 サンアルプ旭(A棟) サンアルプ旭(木造) 森茂住宅 打保団地 西忍団地 宮川団地
種類 特公賃 特公賃 公営 特定 特定 公営 特公賃

募集戸数 (世帯用)3戸 (世帯用)1戸 (世帯用)3戸 (単身用)3戸 (単身用)1戸 (世帯用)2戸 (世帯用)1戸
所在地 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町打保 宮川町西忍 宮川町林
構造・規模 S造3階建 RC造6階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建(車庫付)
間取り 3DK 3LDｋ 2DK 1K 2ＤＫ 3DK 2DK

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途 共益費含む

場
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飛騨市美術館・古川郷土民芸会館では、「秋薫り」「冬化粧」というテーマで収蔵品（絵画・民具）を展示します。
「心がのくとうなるぜな。ぬくとまっていってくれんかな」という思いで皆様をお迎えします。

お
知
ら
せ

平成30年 飛騨市成人式

お
知
ら
せ

いぶし銀の収蔵品展　秋冬編

文化振興課
0577-73-7496

生涯学習課 0577-73-7495

飛騨市では、「市民みんなで成人者を祝おう！」をテーマに下記の日程で成人式を開催します。市民の方、どなたでも会場にお
越しいただき、式典にも参加できます。
みんなで成人者をお祝いしましょう！

■開催日　平成30年１月３日（水）

■場　所　古川会場（飛騨市文化交流センター）
　　　　　神岡会場（神岡町公民館）

■日　程
12：45～13：30　成人者受付
14：00～15：15　式典
15：15～16：00　交流タイム

■お願い
①当日の来場者の受付は行いません。ご自由に入館ください。
②交流タイムにて成人者の方とご自由に歓談ください。
③館内への酒の持ち込み、会場での飲酒はできません。

■期間　12月９日（土）～平成30年２月４日（日）

■時間　9：00～17：00
※「飛騨古川三寺まいり」（平成30年１月15日（月））に合わせ、
　ナイトミュージアム（17：00～20：00）を開催します

■入館料　大人200円
　　　　　高校生以下無料
※入館無料日
12月16日（土）、17日（日）、23日（土・祝）、
平成30年１月８日（月・祝）、20日（土）、21日（日）

■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
※12月29日（金）～平成30年１月３日（水）年末年始休館
※平成30年1月16日（火）臨時休館
　（前日が臨時開館のため）

■場　所　飛騨市美術館
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岐阜労働局労働基準部賃金室 058-245-8104

森林・環境税を活用して
池ヶ原湿原の環境を保全しています

　今年は、駐車場降り口から沢を越して東回りに湿原周囲に木道を設置してい
ます。来春には湿原口に広がる県の天然記念物にも指定されているミズバショ
ウ・リュウキンカの群生が眺望できるようになります。
　緩傾斜の遊歩道を利用していただくと、車いすの方でも介助付で木道を通行し
ていただくこともできるようになります。
　未整備部分についても年次計画のもとで整備していく予定です。

・岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。
・特定（産業別）最低賃金は、該当する産業の労働者（一部適用除外あり。）に適用されます。
・詳細は、岐阜労働局ホームページをご確認いただくか、岐阜労働局労働基準部賃金室、
　又はお近くの労働基準監督署までお尋ねください。

お
知
ら
せ

宮川振興事務所 0577-63-2311

市では昨年度より「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して、湿原環境に配慮し
た遊歩道整備を進めています。

岐阜県の区域に適用される最低賃金が次のとおり改正されました。

飛騨市経営相談窓口

市では、岐阜県よろず支援拠点と連
携して、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆるお悩みの
相談に対応する「経営相談窓口」を
開設します。ぜひご活用ください。

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、ブラ
ンドづくり、デザイン、人材育成、事業
連携、地域資源、WEB集客、I T活用、経
営改善、事業再生、創業・起業補助
金、助成金

■日時
古川会場　12月20日（水）、12月27日（水）、
　　　　　 1月10日（水）、1月17日（水）
11：00～16：00
※予約可（相談日前日までに商工課まで
　電話にてお申し込みください。）

■場所　飛騨市図書館

相

　
　談

最低賃金改正のお知らせ
相

　
　談

商工課 0577-62-8901

岐阜県の最低賃金の区分 最低賃金額
（発行日） 改正発行日

岐阜県最低賃金 800円 平成 29年 10 月 1 日

特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業

846円

平成 29年 12 月 21 日
自動車・同附属品製造業 890円

航空機・同附属品製造業 931 円



■お知らせ
・12/29(金)～1/3(水)は休館日
　です
・12/15(金)～28(木)は、貸出冊

数の上限が10冊となります。
また、この期間に借りた本
の返却日は年明け１月８日

（月）以降です。

皆さん今年も図書館をご利用
いただきありがとうございま
した。

来年も、皆さんに素晴らしい本
との出会いがありますように！

飛騨市図書館一同

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

年末年始の図書館利用について

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ 〈図書館からのお知らせ〉

　つめたく澄んだ朝の、あるいは窓
の外に雪降る午後の、熱いコーヒー
が沁みる季節です。
こちらはコーヒーと一緒に味わうた
めの随筆集。編集を手掛けるのは徳
島の焙煎人です。
香り高く奥深い、極上の近代文学を
お楽しみください。
『コーヒーと小説』の姉妹編です。あ
わせてどうぞ。

『コーヒーと随筆』
庄野 雄治 ／編　幻冬舎　mille books

　ある日、こぐまのブラウンは森のなか
で「へんてこなもの」――ピアノを、見
つけます。
　それを弾けるようになったブラウン
は、ピアニストとして町で大成功をおさ
めますが、やがて、森と、友だちと、森の
ピアノが恋しくなり…。
心温まるストーリーとやさしい色合いの
絵がぴったりの、冬にも似合う絵本で
す。

『クマと森のピアノ』

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

デイビッド リッチフィールド／著
俵　万智／訳

ポプラ社

場
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行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談
行政書士による無料相談

■日時　1月10日（水）13：00～16：00
■場所　市役所
※相談をご希望の方は、事前に下記
　までご連絡ください。（予約優先）

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人ひとりの状
態に合わせた相談と専門的な支援が
受けられるよう、必要に応じて適切な
支援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。

相

　
　談
就労相談窓口のお知らせ

■日程　毎週水曜日（平成30年１月３日除く）

■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）３階
※支援対象者は15歳以上39歳以下のニート

状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方はご相談くださ

い。
※１組50分、予約制です。下記の予約先へご

連絡ください。

058-263-6580
岐阜県行政書士会

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・申込み

相

　
　談
ハローワーク出張相談

市内において、毎月第３水曜日にハ
ローワークの相談員による職業相談
窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
■日時　１月24日（水）11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

ハローワーク
0577-32-1144

予約先


